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	 実績を表やグラフで示す10年間の活動

14	 私たち輝いています!!
	 ～いきいきと働くナカポツ登録者を紹介します～

18	 各種助成金等の紹介
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20	 新型コロナの中での就労支援
	 事業主のみなさまへ

付　　趣意書・事業計画書・定款

「ナカポツ」とは
「障害者就業・生活支援センター」の通称名で、名称
の中に「・」（ポツ）があることから全国的に「ナカポツ」
と呼ばれています。
※関西方面では「就ポツ」と言われています。　

平
成
21
年
５
月
、
当
時
の
広
島
県
の
担
当
課
長
か
ら
「
障
害

者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
ナ
カ
ポ
ツ
」
と
言
い

ま
す
。）
を
備
北
圏
域
で
取
り
組
ん
で
も
ら
え
ま
せ
ん
か
。」
と

の
相
談
が
あ
り
ま
し
た
。

　

障
害
者
福
祉
の
仕
事
を
始
め
て
32
年
に
な
り
ま
す
が
「
障
害

者
の
就
労
」
と
い
う
と
Ａ
型
や
Ｂ
型
の
作
業
所
や
地
域
活
動
支

援
セ
ン
タ
ー
な
ど
福
祉
的
就
労
が
頭
に
浮
か
び
、
一
般
企
業
へ

の
就
労
は
な
か
な
か
ピ
ン
と
こ
な
い
面
が
あ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
仕
事
を
す
る
と
い
う
こ
と

は
私
た
ち
に
と
っ
て
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
り
、
障
害
が

あ
る
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
当
た
り
前
か
ら
疎
外
さ
れ
る
こ
と
が

あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

障
害
者
の
一
般
就
労
を
当
た
り
前
と
思
え
る
地
域
を
作
っ
て

い
く
た
め
に
ナ
カ
ポ
ツ
の
果
た
す
役
割
は
重
要
と
考
え
、
設
立

準
備
を
進
め
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

障
害
者
の
就
労
支
援
を
行
う
ナ
カ
ポ
ツ
は
、
平
成
14
年
の
障

害
者
雇
用
促
進
法
の
改
正
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
、
平
成
21
年

当
時
、
広
島
県
内
に
は
す
で
に
５
か
所
の
ナ
カ
ポ
ツ
が
あ
り
ま

し
た
が
、
備
北
圏
域
と
広
島
西
圏
域
に
は
な
い
状
況
で
し
た
。

　

ま
た
全
国
で
は
２
６
５
か
所
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

そ
の
運
営
主
体
の
ほ
と
ん
ど
は
社
会
福
祉
法
人
で
し
た
。

　

備
北
圏
域
で
も
私
が
理
事
長
を
務
め
る
優
輝
福
祉
会
で
運
営

す
る
こ
と
も
考
え
ま
し
た
が
、
多
く
の
関
係
法
人
の
理
解
と
協

力
を
得
て
ナ
カ
ポ
ツ
を
運
営
す
る
方
が
広
が
り
の
あ
る
活
動
が

で
き
る
と
考
え
、
平
成
22
年
２
月
17
日
に
６
法
人
11
事
業
所
に

よ
り
新
た
に
法
制
化
さ
れ
た
一
般
社
団
法
人
で
「
備
北
地
域
生

活
支
援
協
会
」
を
設
立
し
ま
し
た
。

　

現
在
、
全
国
に
は
３
３
５
か
所
の
ナ
カ
ポ
ツ
が
運
営
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
一
般
社
団
法
人
に
よ
る
運
営
は
備
北
ナ
カ
ポ
ツ
の

み
で
あ
り
、
と
て
も
貴
重
な
存
在
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ナ
カ
ポ
ツ
の
設
立
当
初
は
、
障
害
者
を
積
極
的
に
雇
用
し
よ

う
と
考
え
る
企
業
も
少
な
く
、
知
的
障
害
や
精
神
障
害
の
当
事

者
や
そ
の
支
援
者
も
積
極
的
に
一
般
企
業
で
働
き
た
い
と
い
う

気
持
ち
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

ナ
カ
ポ
ツ
設
立
年
度
の
登
録
者
（
一
般
就
労
を
希
望
す
る
障

害
者
）
数
は
52
名
で
し
た
が
、
職
員
の
地
道
な
努
力
に
よ
り
、

10
年
後
に
は
３
８
８
名
と
７
・
４
倍
に
増
加
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
10
年
前
の
一
般
企
業
へ
の
就
業
者
数
は
19
名
で
し
た

が
、
３
年
目
以
降
は
常
に
30
名
以
上
の
障
害
者
が
一
般
企
業
等

へ
就
職
さ
れ
て
お
り
、
企
業
の
理
解
も
年
々
深
ま
っ
て
い
る
よ

う
に
感
じ
ま
す
。

　

あ
る
書
物
に
よ
る
と
「
人
は
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
４
つ
の
喜

び
を
得
る
」
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は

「
お
金
を
も
ら
う
喜
び
」

「
人
に
感
謝
さ
れ
る
喜
び
」

「
人
と
つ
な
が
る
喜
び
」

「
自
分
が
成
長
す
る
喜
び
」

・
・
・
こ
う
し
た
喜
び
を
享
受
す
る
た
め
に
も
ナ
カ
ポ
ツ
は
こ

れ
か
ら
も
障
害
の
あ
る
人
の
就
職
活
動
を
積
極
的
に
応
援
す
る

と
と
も
に
、
仕
事
を
続
け
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
生
活
支
援
に
関

わ
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ナ
カ
ポ
ツ
は
障
害
者
と
企
業
関
係
者
を
つ
な
ぐ
「
架
け
橋
」

と
な
る
と
と
も
に
、あ
ら
ゆ
る
機
関
や
組
織
を
つ
な
ぐ
「
ハ
ブ
」

と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

障
害
者
雇
用
に
関
わ
る
す
べ
て
の
人
を
「
つ
な
ぐ
」
と
と
も

に
、
過
去
10
年
間
の
成
果
を
こ
れ
か
ら
の
活
動
に
生
か
し
て
い

く
・
・
・
つ
な
い
で
い
く
役
割
も
私
た
ち
に
は
あ
り
ま
す
。

　

今
回
、
10
周
年
の
特
集
号
の
タ
イ
ト
ル
を
「
つ
な
ぐ
」
と
し

た
意
味
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
こ
れ
か
ら
も
ナ
カ
ポ
ツ
に
対
す

る
ご
支
援
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ど
う
か
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。
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司
会　
本
日
は
、
ナ
カ
ポ
ツ
セ
ン
タ
ー
設
立
10
周

年
を
記
念
し
て
、
座
談
会
を
開
催
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
谷
口
さ
ん
か
ら
ナ
カ
ポ
ツ
セ
ン
タ
ー
設

立
の
経
緯
に
つ
い
て
お
話
く
だ
さ
い
。

谷
口　
平
成
13
年
１
月
に
厚
生
省
と
労
働
省
が
統

合
さ
れ
て
、
厚
生
労
働
省
が
で
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
ま
で
の
障
害
者
雇
用
は
福
祉
施
策
と
し
て

の
通
勤
寮
と
労
働
施
策
と
し
て
の
あ
っ
せ
ん
型
雇

用
支
援
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
ま
し
た
が
、
福
祉
と
労

働
の
架
け
橋
と
し
て
こ
の
ナ
カ
ポ
ツ
セ
ン
タ
ー
が

誕
生
し
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　

平
成
14
年
の
障
害
者
雇
用
促
進
法
の
改
正
に
よ

り
、
ナ
カ
ポ
ツ
セ
ン
タ
ー
は
法
制
化
さ
れ
、
広
島

県
内
で
は
最
初
に
尾
道
市
に
み
ど
り
の
町
ナ
カ
ポ

ツ
が
誕
生
し
、
そ
の
後
次
々
と
設
立
さ
れ
て
い
き

ま
し
た
が
、
備
北
圏
域
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

平
成
21
年
に
広
島
県
の
障
害
者
支
援
課
か
ら
優
輝

福
祉
会
の
熊
原
理
事
長
に
ナ
カ
ポ
ツ
セ
ン
タ
ー
設

立
の
打
診
が
あ
り
ま
し
た
。

　

社
会
福
祉
法
人
単
体
で
設
立
す
る
こ
と
も
可
能

で
し
た
が
、
熊
原
理
事
長
は
多
く
の
法
人
に
声
を

か
け
て
一
般
社
団
法
人
と
し
て
ナ
カ
ポ
ツ
を
運
営

し
た
い
と
い
う
意
向
が
あ
り
、
三
次
市
と
庄
原
市

の
法
人
に
加
入
を
働
き
か
け
ま
し
た
。

司
会　
三
次
市
と
庄
原
市
の
社
会
福
祉
法
人
と
福

祉
関
係
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
声
を
か
け
た
と
い
う
こ

と
で
す
か
？

谷
口　
一
応
す
べ
て
の
関
係
法
人
に
声
を
か
け
る

中
で
賛
同
い
た
だ
い
た
６
つ
の
法
人
に
よ
り
設
立

す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
一
般
社
団
法
人
の
名

称
は
「
備
北
地
域
生
活
支
援
協
会
」
で
す
。

司
会　
平
成
22
年
４
月
に
設
立
さ
れ
た
当
初
は
正

式
な
セ
ン
タ
ー
で
は
な
く
、
プ
レ
セ
ン
タ
ー
と
聞

い
て
い
ま
す

が
・
・
・
。

中
河　

正
式
な

セ
ン
タ
ー
と
な

る
に
は
、
厚
生

労
働
省
が
定
め

る
基
準
を
満
た

す
必
要
が
あ
り

ま
す
。
設
立
し

て
す
ぐ
に
基
準

を
満
た
す
こ
と

は
で
き
な
い
た
め
、
ナ
カ
ポ
ツ
セ
ン
タ
ー
に
準
ず

る
プ
レ
セ
ン
タ
ー
と
し
て
業
務
を
始
め
た
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

司
会　
設
立
当
初
に
セ
ン
タ
ー
に
登
録
し
て
も
ら

う
障
害
者
へ
の
取
り
組
み
は
ど
の
よ
う
に
さ
れ
ま

し
た
か
？

中
河　
最
初
は
ナ
カ
ポ
ツ
セ
ン
タ
ー
が
ど
の
よ
う

な
も
の
か
理
解
が
な
い
た
め
、
圏
域
内
の
福
祉
作

業
所
を
回
っ
て
、
一
般
就
労
が
で
き
そ
う
な
方
を

登
録
し
て
も
ら
う
よ
う
取
り
組
み
ま
し
た
。

司
会　
登
録
は
ス
ム
ー
ス
に
進
み
ま
し
た
か
？

中
河　
ま
ず
、
作
業
所
で
障
害
者
の
支
援
を
し
て

い
る
職
員
の
皆
さ
ん
の
中
で
も
「
障
害
者
が
一
般

企
業
に
入
っ
て
も
う
ま
く
い
か
な
い
の
で
は
な
い

か
」
と
い
う
思
い
が
強
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

谷
口　

作
業
所
の
職
員
や
障
害
の
あ
る
当
事
者
、

そ
し
て
相
談
支
援
事
業
所
の
職
員
に
も
障
害
者
が

一
般
企
業
で
働
く
と
い
う
発
想
に
は
至
ら
な
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。

中
河　

そ
の
た
め
、
作
業
所
で
は
「
一
般
企
業
に

は
行
か
ず
に
作
業
所
を
利
用
し
て
い
た
方
が
良
い
」

と
い
う
考
え
が
強
く
、
積
極
的
に
ナ
カ
ポ
ツ
に
登

録
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

司
会　
当
時
の
障
害
者
就
労
に
対
す
る
考
え
方
が

だ
ん
だ
ん
変
わ
っ
て
い
っ
た
理
由
は
何
で
し
ょ
う

か
？

中
河　
や
は
り
ナ
カ
ポ
ツ
で
年
間
３
回
発
行
し
て

い
る
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り
を
活
用
し
て
の
Ｐ
Ｒ
活
動

や
平
成
23
年
９
月
に
開
催
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な

ど
を
通
じ
て
「
自
分
た
ち
も
一
般
就
労
が
で
き
る
」

と
思
え
る
よ
う
に
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
っ
た
と

思
い
ま
す
。

司
会　
ナ
カ
ポ
ツ
へ
の
登
録
者
を
増
や
し
て
い
く

活
動
と
併
せ
て
、
企
業
に
対
す
る
取
り
組
み
も
必

要
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
活
動
を

さ
れ
ま
し
た
か
？

中
河　
ま
ず
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
求
人
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
企
業
を
訪
問
し
ま
し
た
。
最
初
は
ヒ
ヤ

ヒ
ヤ
も
の
で
、
中
に
は
門
前
払
い
を
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
が
、
多
く
は
好
意
的
に
対
応
し
て

も
ら
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
企
業
の
中
に
も
社
会
的
責
任
と
し
て
障

害
者
雇
用
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
の
機
運
が
だ

ん
だ
ん
と
高
ま
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　
「
障
害
者
を
雇
用
し
て
よ
か
っ
た
」
と
い
っ
た

声
も
聴
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
う
し
た
声
が
次

の
企
業
の
障
害
者
雇
用
に
も
繋
が
っ
て
い
っ
た
と

思
い
ま
す
。

澤
井　

企
業
へ
の
ナ
カ
ポ
ツ
の
浸
透
に
合
わ
せ

て
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
ら
も
求
職
活
動
を
し
て
い

る
障
害
者
の
情
報
な
ど
も
入
っ
て
来
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

谷
口　
平
成
24
年
８
月
に
設
立
し
た
「
障
害
者
就

労
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
」
も
ナ
カ
ポ
ツ
活
動

の
進
展
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
会
議
は
行
政
、相
談
支
援
事
業
所
、ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
、
特
別
支
援
学
校
な
ど
多
く
の
関
係
機
関

に
参
加
し
て
も
ら
い
、
障
害
者
の
就
労
支
援
と
生

活
支
援
に
関
す
る
色
々
な
情
報
交
換
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

司
会　
ナ
カ
ポ
ツ
設
立
10
年
に
な
り
ま
す
が
、
設

立
当
初
の
障
害
者
雇
用
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し

た
か
？

中
河　
そ
れ
ま
で
の
障
害
者
雇
用
の
ほ
と
ん
ど
は

身
体
障
害
で
し
た
が
、
ナ
カ
ポ
ツ
の
登
録
者
は
年

を
追
う
ご
と
に
知
的
障
害
や
精
神
障
害
が
増
え
て

き
て
、
就
職
者
数
や
比
率
も
変
化
し
て
き
ま
し
た
。

谷
口　
三
次
は
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
を
通
じ
て

情
報
を
収
集
し
、
庄
原
は
エ
リ
ア
ご
と
に
活
動
し

て
い
る
相
談
支
援
事
業
所
か
ら
の
情
報
を
も
と
に

就
労
支
援
を
し
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

澤
井　
私
が
就
職
し
た
平
成
23
年
４
月
に
は
登
録

者
は
52
名
で
し
た
が
、
２
０
１
９
年
に
は
３
８
８

名
ま
で
増
え
て
い
ま
す
。
知
的
障
害
は
庄
原
特
別

支
援
学
校
の
卒
業
生
が
毎
年
登
録
さ
れ
て
い
る
こ

ナ
座カ
ポ
ツ

談
会

令
和
２
年
の
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
、

「
ナ
カ
ポ
ツ
セ
ン
タ
ー
設
立
10
周
年
」
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

10
周
年
を
記
念
し
て
、
設
立
に
関
わ
ら
れ
た
３
名
の
方
に
お
越
し
い
た
だ
き
、

設
立
当
初
の
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ナ
カ
ポ
ツ
セ
ン
タ
ー
10
年
を

振
り
返
っ
て

ナ
カ
ポ
ツ
セ
ン
タ
ー
を

理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に

前センター長の谷口光治さん
（2010/4/1 ～ 2019/3/31）

設立時の事務所

事務所内（2011年2月）

障害者自立支援員の澤井由紀さん
（2011/4/1 ～現在）
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た
。
そ
の
面
で
広
島
県
の
職
員
か
ら
ナ
カ
ポ
ツ
に

来
て
も
ら
っ
た
箱
田
さ
ん
の
存
在
は
大
変
重
要
で

し
た
。

　

箱
田
さ
ん
の
作
っ
た
会
計
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て

事
務
処
理
が
迅
速
に
行
わ
れ
、
本
来
の
業
務
で
あ

る
障
害
者
の
就
労
支
援
や
生
活
支
援
を
円
滑
に
進

め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

私
は
セ
ン
タ
ー
長
と
し
て
ナ
カ
ポ
ツ
を
統
括
し

て
き
ま
し
た
が
、
優
秀
な
ス
タ
ッ
フ
に
恵
ま
れ
た

こ
と
が
と
て
も
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

司
会　
そ
れ
で
は
最
後
に
こ
れ
か
ら
の
ナ
カ
ポ
ツ

に
期
待
す
る
こ
と
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　

澤
井
さ
ん
は
現
在
育
休
中
で
す
の
で
、
職
場
に

復
帰
し
た
と
き
に
取
り
組
み
た
い
こ
と
に
つ
い
て

お
話
し
く
だ
さ
い
。

谷
口　
障
害
者
に
対
す
る
支
援
は
働
く
こ
と
あ
り

き
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
社
会
人
と
し
て
生
活

で
き
る
基
盤
づ
く
り
が
大
切
で
あ
り
、
そ
の
面
で

は
ナ
カ
ポ
ツ
だ
け
で
解
決
で
き
な
い
課
題
が
多

く
、
障
害
者
が
地
域
で
安
心
し
て
生
活
で
き
る
地

域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
必
要
だ
と
思
い

ま
す
。

中
河　
ナ
カ
ポ
ツ
は
就
労
支
援
や
職
場
定
着
支
援

を
進
め
る
こ
と
が
主
な
業
務
で
す
が
、
そ
れ
と
併

せ
て
退
職
時
の
支
援
も
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

誰
も
好
き
好
ん
で
仕
事
を
辞
め
た
い
と
は
思
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、
仕
事
を
辞
め
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
時
、
円
満
に
退
職
に
導
く
こ
と
に
よ
り
、

次
へ
の
新
た
な
ス
テ
ッ
プ
に
円
滑
に
進
め
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
す
べ
て
で
は

な
い
こ
と
も
頭
の
隅
に
入
れ
て
お
い
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。

澤
井　
精
神
障
害
や
発
達
障
害
の
人
は
面
談
だ
け

で
は
十
分
に
わ
か
ら
な
い
面
が
あ
り
ま
す
。
私
自

身
が
そ
の
人
の
こ
と
を
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
就
業

支
援
を
す
る
こ
と
は
大
変
不
安
が
あ
る
の
で
、
そ

の
人
を
知
る
た
め
の
具
体
的
な
取
り
組
み
を
し
っ

か
り
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

司
会　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら

も
ナ
カ
ポ
ツ
事
業
に
ご
支
援
と
ご
協
力
を
い
た
だ

く
こ
と
を
お
願
い
し
て
座
談
会
を
終
わ
り
た
い
と

思
い
ま
す
。

と
に
よ
り
増
加
し
て
い
ま
す
が
、
精
神
障
害
は
三

次
病
院
や
市
の
保
健
師
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
ら
の

紹
介
と
色
々
な
と
こ
ろ
か
ら
の
登
録
と
な
っ
て
い

ま
す
。

司
会　
皆
さ
ん
の
ナ
カ
ポ
ツ
へ
の
就
職
の
き
っ
か

け
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
？

谷
口　
私
は
そ
の
当
時
は
優
輝
福
祉
会
の
相
談
支

援
事
業
所
に
勤
め
て
い
ま
し
た
。
理
事
長
で
あ
っ

た
熊
原
さ
ん
か
ら
「
ナ
カ
ポ
ツ
を
す
る
こ
と
に

な
っ
た
」
と
言
わ
れ
、
そ
の
ま
ま
セ
ン
タ
ー
長
に

な
る
よ
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。
最
初
は
断
っ
た
の

で
す
が
、
人
材
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
や
ナ
カ
ポ

ツ
設
立
の
準
備
段
階
か
ら
関
わ
っ
て
き
て
い
た
経

緯
も
あ
り
、
成
り
行
き
で
セ
ン
タ
ー
長
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

中
河　
私
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
求
人
票
で
ナ
カ
ポ

ツ
を
知
り
ま
し
た
。
長
く
一
般
企
業
で
働
い
て
い

て
、
障
害
者
の
就
労
支
援
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
ま
っ
た
く
の
素
人
で
、
就
職
当
初
は
大
変
戸
惑

い
ま
し
た
が
、
企
業
訪
問
や
障
害
者
と
の
関
り
の

中
で
、
少
し
ず
つ
慣
れ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

澤
井　
知
人
を
通
じ
て
ナ
カ
ポ
ツ
を
知
り
、
最
初

は
事
務
と
い
う
こ
と
で
就
職
し
ま
し
た
が
、
入
っ

て
み
る
と
就
労
支
援
や
生
活
支
援
な
ど
事
務
以
外

に
も
多
く
の
業
務
が
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

私
も
中
河
さ
ん
と
同
様
に
障
害
に
つ
い
て
は
ま
っ

た
く
の
素
人
で
、
必
死
で
勉
強
し
ま
し
た
。
実
践

か
ら
学
ぶ
と
い
う
点
で
は
良
き
先
輩
に
恵
ま
れ
た

こ
と
が
良
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

司
会　
仕
事
を
続
け
る
中
で
困
っ
た
こ
と
な
ど
あ

り
ま
す
か
？

中
河　
市
内
で
30
社
の
企
業
を
受
け
て
す
べ
て
不

採
用
に
な
っ
た
人
が
ナ
カ
ポ
ツ
に
相
談
に
来
ら
れ

ま
し
た
。
登
録
を
し
て
も
ら
い
求
職
活
動
を
支
援

し
ま
し
た
が
、
応
募
す
る
企
業
は
す
で
に
不
採
用

と
な
っ
て
お
ら
れ
、
受
け
る
企
業
が
な
い
よ
う
な

状
況
で
し
た
。

　

最
終
的
に
は
就
職
に
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
が
、
企

業
か
ら
は
「
ナ
カ
ポ
ツ
が
支
援
を
続
け
て
く
れ
る

な
ら
採
用
し
て
も
よ
い
」
と
言
わ
れ
、
責
任
を
痛

感
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

谷
口　
障
害
者
が
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
一
人
で
行
っ

て
も
な
か
な
か
就
職
で
き
な
い
状
況
が
あ
り
、
そ

の
面
で
は
ナ
カ
ポ
ツ
が
支
援
す
る
よ
う
に
な
っ
て

企
業
も
安
心
し
て
採
用
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
て

い
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
。

澤
井　

精
神
障
害
や
発
達
障
害
の
人
が
増
え
て
く

る
に
し
た
が
っ
て
、
対
応
が
複
雑
に
な
っ
て
き
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。例
え
ば
、一
人
で
三
次
市
に
引
っ

越
し
て
こ
ら
れ
た
方
な
ど
の
場
合
、
す
ぐ
に
就
職

に
繋
げ
る
こ
と
が
難
し
い
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
。

特
に
生
活
支
援
で
は
ナ
カ
ポ
ツ
が
ど
こ
ま
で
す
れ

ば
よ
い
の
か
悩
む
こ
と
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。

司
会　
逆
に
仕
事
を
続
け
て
き
て
よ
か
っ
た
点
は

あ
り
ま
す
か
？

澤
井　
こ
の
仕
事
は
色
々
な
と
こ
ろ
と
つ
な
が
る

点
が
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
す
。
当
事
者
は
も
ち

ろ
ん
そ
の
家
族
や
企
業
、
学
校
や
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
、

市
役
所
や
相
談
支
援
事
業
所
な
ど
色
々
な
方
と
の

つ
な
が
り
に
よ
っ
て
で
き
る
仕
事
だ
と
思
い
ま
す
。

中
河　
障
害
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で

き
た
の
は
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
私
は

一
般
企
業
に
勤
め
て
い
た
た
め
、
企
業
の
求
人
内

容
を
見
れ
ば
そ
の
企
業
で
の
仕
事
内
容
が
あ
る
程

度
理
解
で
き
ま
す
。
そ
の
た
め
障
害
者
と
企
業
と

の
マ
ッ
チ
ン
グ
に
私
の
経
験
を
活
か
す
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

谷
口　
企
業
（
特
に
製
造
業
）
に
つ
い
て
知
っ
て

い
る
の
は
中
河
さ
ん
だ
け
で
し
た
。
中
河
さ
ん
が

い
な
か
っ
た
ら
企
業
と
の
関
り
も
ス
ム
ー
ス
に
は

築
け
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ナ
カ
ポ
ツ
を
一
か
ら
立
ち
上
げ
る
た
め

に
は
経
理
や
庶
務
な
ど
を
担
う
人
材
が
必
要
で
し

障
害
者
支
援
を

実
践
か
ら
学
ぶ

社
会
人
と
し
て
生
活
で
き
る

基
盤
づ
く
り
を

庄原市健康福祉まつりでの一コマ（2016年5月15日）

職場定着交流会でのWRAP（2018年10月9日）

現センター長の森末博雄（司会）
（2019/4/1 ～現在）

障害者自立支援員の中河博司さん
（2010/4/1 ～ 2019/3/31）

「
ナ
カ
ポ
ツ
の
思
い
出
」

元
職
員　
箱
田　
公
人

　

私
は
広
島
県
の
職

員
を
退
職
後
、
故
郷
で

あ
る
庄
原
市
西
城
町
に

帰
っ
て
き
ま
し
た
。

　

帰
っ
て
間
も
な
く
、

県
庁
時
代
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
て
い
た
優
輝
福

祉
会
の
熊
原
理
事
長
に
挨
拶
に
行
っ
た
と
こ
ろ「
ナ

カ
ポ
ツ
を
県
北
で
も
や
り
た
い
の
で
力
を
貸
し
て

ほ
し
い
」
と
の
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

私
も
県
の
職
員
時
代
は
長
く
福
祉
畑
に
籍
を
置

い
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
力
に
な
れ
る
こ
と
が
あ

れ
ば
と
の
思
い
で
協
力
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
平
成
22
年
４
月
に
庄
原
市
に
開
設
さ
れ
た
当
時

の
事
務
所
は
倉
庫
の
一
部
を
仕
切
っ
た
も
の
で
、

暖
房
も
な
く
と
て
も
寒
か
っ
た
こ
と
が
思
い
出
さ

れ
ま
す
。

　

そ
の
後
、
三
次
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
か
ら
現

在
の
三
次
市
福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー
の
一
角
に
事
務
所

が
移
転
さ
れ
、
良
い
環
境
の
中
で
皆
さ
ん
が
働
い

て
お
ら
れ
る
こ
と
を
う
ら
や
ま
し
く
も
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
色
々
な
機
関
と
連
携
さ
れ
、
障
害

者
の
就
職
支
援
や
定
着
支
援
、
そ
し
て
受
け
入
れ

企
業
の
開
拓
な
ど
に
頑
張
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
備
北
地
域
で
生
活
さ
れ
て
い
る
障
害

者
は
も
と
よ
り
、
す
べ
て
の
市
民
に
と
っ
て
住
み

よ
い
地
域
に
な
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。

05 04BIHOKU  NAKAPOTU  DAYORI
10th  Anniversary



Ｈ
22
・
４	

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
の
プ
レ
セ
ン
タ
ー
と
し
て
「
備
北
圏
域
障
害
者

	
	

総
合
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
庄
原
市
「
美
湯
ハ
イ
ツ
」
に
設
立

Ｈ
22
・
６	
セ
ン
タ
ー
の
開
所
式
を
三
次
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
で
開
催

Ｈ
22
・
７	
広
報
誌
「
備
北
プ
レ
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り
」
の
発
行
を
始
め
る

Ｈ
22
・
９	
障
害
者
の
就
業
及
び
生
活
支
援
体
制
の
整
備
に
向
け
た

	
	

「
備
北
圏
域
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
連
絡
会
」
を
設
置

Ｈ
23
・
１	

セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
立
ち
上
げ
、
情
報
提
供
を
開
始

Ｈ
23
・
４	

セ
ン
タ
ー
の
三
次
事
務
所
を
三
次
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
２
階
に
開
設

Ｈ
23
・
５	

セ
ン
タ
ー
と
し
て
初
め
て
、
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
を
活
用
し
た
支
援
を
実
施

Ｈ
23
・
９	

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催

	
	

　

テ
ー
マ
「
働
く
よ
ろ
こ
び
を
み
つ
け
ら
れ
る
ま
ち
」

	
	

　

講　

師
：
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ウ
イ
ン
グ
・
か
べ　

佐
々
木
哲
二
郎
さ
ん

Ｈ
23
・
12	

正
式
に
「
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
し
て
指
定
を
受
け
、
活
動
を
開
始

Ｈ
24
・
７	

広
島
県
が
進
め
る
「
あ
い
サ
ポ
ー
ト
運
動
」
の
企
業
に
認
定

Ｈ
24
・
８	

障
害
者
の
就
労
支
援
と
生
活
支
援
を
総
合
的
に
推
進
す
る

	
	

「
障
害
者
就
労
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
」
を
設
置

Ｈ
24
・
８	

研
修
会
開
催

	
	

　

テ
ー
マ
「
社
会
福
祉
施
設
に
お
け
る
障
害
者
雇
用
の
課
題
と
取
組
み
」

	
	

　

講　

師
：
シ
ル
ト
ピ
ア
油
木
事
務
長　

高
原
淳
尚
さ
ん

Ｈ
24
・
11	

在
職
者
交
流
会
開
催

Ｈ
24
・
12	

視
察
研
修
会
開
催　
「
社
会
福
祉
法
人
は
な
さ
き
む
ら
」（
兵
庫
県
）
を
視
察
し
、

	
	

利
用
者
を
法
人
が
職
員
と
し
て
採
用
す
る
た
め
の
訓
練
や
学
習
の
場
に
つ
い
て
研
修

Ｈ
25
・
３	

研
修
会
開
催

	
	

　

テ
ー
マ
「
精
神
障
害
者
の
地
域
生
活
支
援
に
つ
い
て
」

	
	

　

講　

師
：
三
次
病
院
地
域
生
活
支
援
部
長　

大
坪
将
志
さ
ん

Ｈ
26
・
１
・
２
・
３

	
	

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
推
進
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
へ
参
加

Ｈ
26
・
４
・
11 

／ 

Ｈ
27
・
１
・
３

	
	

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
推
進
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
へ
参
加

Ｈ
26
・
５	

在
職
者
交
流
会
開
催
（
年
間
２
回
開
催
）

Ｈ
26
・
10	

研
修
会
開
催

	
	

　

テ
ー
マ
「
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
を
解
消
す
る
取
組
の
中
で
」

	
	

　

講　

師
：
広
島
市
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー　

田
中
洋
子
さ
ん

Ｈ
27
・
２	

研
修
会
開
催

	
	

　

テ
ー
マ
「
障
害
者
虐
待
防
止
法
と
障
害
者
差
別
解
消
法
に
つ
い
て
」

Ｈ
27
・
４	

セ
ン
タ
ー
事
務
所
を
三
次
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
か
ら
三
次
市
福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー
に
移
転

Ｈ
27
・
５	

在
職
者
交
流
会
開
催
（
年
間
３
回
開
催
）

Ｈ
27
・
６	

当
事
者
の
つ
ど
い
開
催

	
	

　

テ
ー
マ
「
仕
事
を
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
」

Ｈ
27
・
６	

研
修
会
開
催

	
	

　

テ
ー
マ
「
生
活
を
支
え
る
～
働
く
こ
と
を
考
え
る
」

Ｈ
27
・
９　

研
修
会
開
催　

	
	

　

講　

演
「
障
害
者
雇
用
と
人
権
」

	
	

　

講　

師
：
広
島
大
学
大
学
院
教
授　

横
藤
田
誠
さ
ん

	
	

　

座
談
会
「
障
害
者
雇
用
に
取
り
組
ん
で
き
て
」

	
	

　
　

鮮
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
㈱　

本
部
部
長　

小
森
智
恵
子
さ
ん

	
	

　
　

庄
原
日
赤
病
院　

総
務
課
長　

宮
本
泰
幸
さ
ん

Ｈ
27
・
10	

当
事
者
の
つ
ど
い
開
催

	
	

　

テ
ー
マ
「
お
金
の
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
」

Ｈ
28
・
４	

備
北
圏
域
に
お
け
る
職
場
定
着
の
効
果
的
な
推
進
の
た
め
に
、
企
業
、
労
働
、
福
祉
、
教
育
等
各
分
野
の
関
係
機
関
が

	
	

連
携
し
て
職
場
環
境
の
整
備
や
共
同
事
業
の
実
施
等
に
取
り
組
む
た
め
の
協
働
機
構
と
し
て

	
	

「
備
北
圏
域
障
害
者
就
労
・
職
場
定
着
支
援
推
進
会
議
」
を
設
置

Ｈ
28
・
６	

当
事
者
の
つ
ど
い
開
催

	
	

　

テ
ー
マ
「
就
職
・
復
職
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
」

Ｈ
28
・
７	

在
職
者
交
流
会
開
催
（
年
間
４
回
開
催
）

Ｈ
28
・
９	

講
演
会
開
催

	
	

　

演　

題
「
働
き
な
が
ら
い
き
い
き
と
生
き
る
」

	
	

　

講　

師
：
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
Ｆ
Ｌ
ａ
Ｔ　

大
江
祥
博
さ
ん

Ｈ
28
・
10	

視
察
研
修
会
開
催

	
	

　

視
察
先
：
㈱
イ
ー
・
ア
ー
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
（
福
山
市
箕
沖
町
）

	
	

　
　
　
　
　

㈱
ハ
ー
ト
コ
ー
プ
お
の
み
ち
エ
コ
セ
ン
タ
ー
（
尾
道
市
美
ノ
郷
町
）

Ｈ
29
・
１	

就
労
に
つ
い
て
の
座
談
会
開
催

Ｈ
29
・
５	

在
職
者
交
流
会
開
催
（
年
間
８
回
開
催
）

Ｈ
29
・
６	

視
察
研
修
会
開
催

	
	

　

視
察
先
：
無
印
良
品
イ
オ
ン
モ
ー
ル
広
島
府
中
店　
（
安
芸
郡
府
中
町
）

Ｈ
29
・
６	

県
内
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
連
絡
会
を
三
次
市
で
開
催

ナカポツ
年度別
実施事業

平
成
22
年
６
月
に
障
害
者
の
社
会
生
活
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
機
関
と
し
て
、
ナ
カ
ポ
ツ
セ
ン
タ
ー
が
活
動
を
始
め
ま
し
た
。

三
次・庄
原
両
市
を
エ
リ
ア
と
し
て
、
公
的
機
関
と
連
携
し
、
障
害
者
と
企
業
と
の
橋
渡
し
を
し
て
10
年
の
節
目
を
迎
え
ま
し
た
。

そ
の
10
年
間
の
事
業
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
。

平成22年6月27日備北圏域開所（中国新聞）ナカポツだより第1号職員写真（平成26年9月）当事者のつどい（平成28年6月25日）イー・アール・ジャパン（平成28年10月20日）

平
成
25
年
度

平
成
28
年
度

平
成
29
年
度

平
成
24
年
度

平
成
27
年
度

平
成
23
年
度

平
成
26
年
度

平
成
22
年
度
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Ｈ
29
・
９	

視
察
研
修
会
開
催

	
	

　

視
察
先
：
大
黒
天
物
産
株
式
会
社　

ラ
・
ム
ー
庄
原
店

	
	

　
　
　
　
　

庄
原
特
別
支
援
学
校

Ｈ
29
・
９	

就
労
定
着
支
援
座
談
会
開
催

	
	

　
基
調
講
演
「
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
と
連
携
し
た
就
労
支
援
」

	
	

　

講　

師
：
広
島
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー

	
	

　
　
　
　
　
　

上
席
障
害
者
職
業
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー　

新
見
弘
明
さ
ん

	
	

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
テ
ー
マ
「
入
り
口
か
ら
丁
寧
に
」

Ｈ
29
・
10	

視
察
研
修
会
開
催
（
島
根
県
・
鳥
取
県
）

	
	

　

視
察
先
：
Ｊ
Ｒ
西
日
本
米
子
メ
ン
テ
ッ
ク
出
雲
事
業
所
（
島
根
県
出
雲
市
）

	
	

　
　
　
　
　

医
療
法
人
「
養
和
会
」（
鳥
取
県
米
子
市
）

Ｈ
30
・
３	

視
察
研
修
会
開
催

	
	

　

視
察
先
：
岡
山
県
総
社
市
役
所

Ｈ
30
・
５	
三
次
市
内
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
見
学
会
開
催

Ｈ
30
・
５	
在
職
者
交
流
会
開
催
（
年
間
７
回
開
催
）

Ｈ
30
・
６	

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催

	
	

　
基
調
講
演
「
私
の
リ
カ
バ
リ
ー
ス
ト
ー
リ
ー
」

	
	

　

講　

師
：
Ｗ
Ｒ
Ａ
Ｐ
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー　

増
川
ね
て
る
さ
ん

	
	

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
テ
ー
マ
「
リ
カ
バ
リ
ー
と
〝
働
く
こ
と
〟」

Ｈ
30
・
８	

視
察
研
修
会
開
催

	
	

　

視
察
先
：
ダ
イ
ソ
ー
ウ
イ
ン
グ
（
東
広
島
市
）

Ｈ
30
・
10	

視
察
研
修
会
開
催

	
	

　

視
察
先
：
山
口
県
宇
部
市
役
所
「
就
労
ワ
ー
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」

Ｈ
31
・
４	

研
修
会
開
催

	
	

　

テ
ー
マ
「
発
達
障
害
者
の
生
活
の
し
づ
ら
さ
を
理
解
し
よ
う
～
地
域
で
ふ
つ
う
に
暮
ら
せ
る
た
め
に
～
」

	
	

　

講　

師
：
子
鹿
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
公
認
臨
床
心
理
士　

古
川
卓
さ
ん

Ｒ
元
・
５	

在
職
者
交
流
会
開
催
（
年
間
８
回
開
催
）

Ｒ
元
・
７	

障
害
者
就
労
セ
ミ
ナ
ー
開
催
（
共
催
事
業
）

	
	

　

講　

演
「
み
ん
な
が
働
く
良
い
会
社
を
目
指
し
て　

～
み
ん
な
で
働
く
・
み
ん
な
で
笑
う
～
」

	
	

　

講　

師
：
メ
タ
ル
ワ
ー
ク
福
山　

代
表
取
締
役　

大
植
栄
さ
ん

	
	

　

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

	
	

　

テ
ー
マ
「
県
北
の
障
害
者
雇
用
の
現
状
に
つ
い
て
」

Ｒ
元
・
７	

視
察
見
学
会
開
催

	
	

　

視
察
先
：
青
山
商
事
株
式
会
社
井
原
商
品
セ
ン
タ
ー
（
岡
山
県
井
原
市
）

Ｒ
元
・
８	

発
達
障
害
研
修
会
開
催
（
共
催
事
業
）

	
	

　

基
調
講
演
「
福
祉
は
地
域
づ
く
り
・
社
会
づ
く
り
」

	
	

　

講　

師
：
社
会
福
祉
法
人
ひ
と
は
福
祉
会
理
事
長　

寺
尾
文
尚
さ
ん

	
	

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
テ
ー
マ
「
発
達
障
害
児
・
者
が
こ
の
地
域
で
暮
ら
す
た
め
に

	
	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

～
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
合
わ
せ
た
支
援
と
つ
な
が
り
～
」

Ｒ
元
・
11	

企
業
等
交
流
会
開
催

	
	

障
害
者
雇
用
の
状
況
や
障
害
者
と
と
も
に
働
い
て
い
る
う
え
で
の
悩
み
な
ど
を
出
し
合
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催

Ｒ
元
・
11	

視
察
見
学
会
開
催

	
	

　

視
察
先
：
広
島
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
（
広
島
市
）

	
	

　
　
　
　
　

Ｊ
Ｒ
西
日
本
あ
い
ウ
ィ
ル
（
広
島
市
）

Ｒ
元
・
12	

就
活
支
援
交
流
会
開
催

	
	

仕
事
に
な
か
な
か
就
け
な
い
方
と
仕
事
に
就
い
て
い
る
方
の
交
流
会
を
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
形
式
で
開
催

Ｒ
２
・
２	

企
業
等
交
流
会
開
催

	
	

事
前
ア
ン
ケ
ー
ト
で
提
出
さ
れ
た
障
害
者
を
雇
用
す
る
う
え
で
の
困
り
ご
と
や
心
配
ご
と
な
ど
に
つ
い
て
意
見
交
換

Ｒ
２
・
６	

就
活
支
援
交
流
会
開
催

	
	

　

演　

題
「
私
の
就
職
活
動
～
私
の
体
験
を
お
話
し
ま
す
～
」

	
	

　

講　

師
：
富
井
英
三
さ
ん

Ｒ
２
・
６	

研
修
会
開
催

	
	

　

テ
ー
マ
「
発
達
障
害
と
就
労
支
援
」

	
	

　

講　

師
：
広
島
県
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー　

セ
ン
タ
ー
長　

西
村
浩
二
さ
ん

Ｒ
２
・
７	

在
職
者
交
流
会
開
催
（
年
間
６
回
開
催
）

Ｒ
２
・
９	

発
達
障
害
基
礎
講
座
開
催
（
共
催
事
業
）

	
	

　
基
調
講
演
「
発
達
障
害
と
は
何
か
～
相
談
診
療
を
通
し
た
経
験
か
ら
～
」

	
	

　

講　

師
：
元
桜
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長　

杉
山
信
作
さ
ん

	
	

　

報　

告
「
三
次
市
、
庄
原
市
、
安
芸
高
田
市
の
現
状
と
備
北
の
課
題
」

	
	

　

報
告
者
：
発
達
障
害
専
門
家
会
議 

in 

び
ほ
く　

事
務
局　

瀧
川
由
香
さ
ん

Ｒ
２
・
９	

企
業
等
研
修
会
開
催

	
	

　

事
業
説
明
①
「
障
害
者
雇
用
促
進
の
制
度
等
に
つ
い
て
」

	
	

　

講　

師
：
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
三
次　

統
括
職
業
指
導
官　

太
田
博
文
さ
ん

	
	

　

事
業
説
明
②
「
障
害
者
雇
用
を
進
め
る
た
め
に
」

	
	

　

講　

師
：
広
島
労
働
局
職
業
対
策
課　

担
当
官　

加
藤
一
也
さ
ん

	
	

　

講　

演
「
エ
フ
ピ
コ
に
お
け
る
障
が
い
の
あ
る
人
材
の
雇
用

	
	

　
　
　
　
　
　
　

～
一
人
ひ
と
り
が
輝
い
て
、
続
け
る
力
は
未
来
へ
と
～
」

	
	

　

講　

師
：
㈱
エ
フ
ピ
コ　

常
務
取
締
役　

西
村
公
子
さ
ん

Ｒ
２
・
10	

就
活
支
援
交
流
会
開
催

	
	

　

演　

題
「
統
合
失
調
症
の
わ
た
し
が
働
き
始
め
て
気
づ
い
た
こ
と
・
感
じ
た
こ
と
」

	
	

　

講　

師
：
世
良
幸
洋
さ
ん

	
	

　

在
職
者
と
求
職
者
に
分
か
れ
て
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

Ｒ
２
・
11	

企
業
等
交
流
会
開
催

	
	

　

テ
ー
マ
「
障
害
者
雇
用
に
取
り
組
ん
で
」

	
	

　

発
表
者
：
社
会
福
祉
法
人
水
明
会
：
副
主
任
事
務
員　

黒
田
俊
浩
さ
ん

	
	

　
　
　
　
　

株
式
会
社
緑
の
村
：
統
括
本
部
長
：
井
上　

啓
さ
ん

	
	

　

知
的
障
害
と
精
神
障
害
に
分
か
れ
て
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

在職者交流会（令和2年9月12日） 就活支援交流会（令和2年6月27日）職場定着支援会議（令和2年6月29日）企業等交流会（令和2年11月19日）

令
和
２
年
度

令
和
元
年
度

平
成
30
年
度

講演会（平成28年9月12日）シンポジウム（平成29年9月2日）
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　就職先は多岐にわたっています。比
較的単純な作業に従事している人が多
い傾向がありますが、長年の経験に
よって技術を身に着け、職場になくて
はならない存在となっている方もおら
れます。

・登録者数は2010年度（52人）から2019年度（388人）と7.4 倍に増加しています。
・ナカポツ開設以来10年間で身体障害者6.9倍、知的障害者9.6倍、精神障害者5.9倍に増加し
ています。

・知的障害者の増加率が高いのは、県立庄原特別支援学校の卒業生が毎年10名以上登録するた
めと考えられます。

その他の内訳：難病、高次脳機能障害

・男女別登録者数は、2010年度と2019年度の比較で男性6.0倍、女性11倍の伸びとなっています。
・男女別登録者数の比率は、2010年度男性 7：女性 3から2019年度男性 6：女性 4に推移し
ています。

・就業を希望する女性が増加していると考えられます。

登録者の状況

① 登録者数の推移

② 2019年度地域別登録者と割合

③ 男女別登録者数

④ 2019年度年代別登録者と割合

・年代別登録者数は20代が最も多く、20～40
代で全体の70％を占めます。

・10代の登録者数のほとんどは、広島県内の特
別支援学校の卒業生が占めています。

・業種別就職状況では卸売・小売が最も多く19.4％を占めています。卸売・小売での主な仕事
は品出し・商品陳列が多く、レジや接客に従事するよりも、決められたことを規則的にこな
していく作業に従事される人が多い傾向があります。

・卸売・小売、医療・福祉、製造業、サービスの4業種で全体の67.7％を占めています。
・サービス業の内訳は、クリーニング・清掃・廃棄物処理・郵便局などがあります。
・医療・福祉関係では、機器洗浄、清掃、調理補助、配膳の仕事に従事される方が多くいます。
その他の内訳：建設業 1.8%、林業 0.6%、金融・保険 0.3%、教育・学習 0.3%

100

200

0

100

300

500

0

200

400

2010年度

計52人

2012年度

計174人

2014年度

計240人

2016年度

計307人

2011年度

計123人

2013年度

計203人

2015年度

計276人

2017年度

計337人

2018年度

計369人

2019年度

計388人

■ 身体障害　　■ 知的障害　　■ 精神障害　　■ 発達障害　　■ その他

① 障害別就職者の推移

② 10年間の業種別就職状況

0

10

20

1

2010年度 2012年度 2014年度 2016年度2011年度 2013年度 2015年度 2017年度 2018年度 2019年度

■ 身体障害　　■ 知的障害　　■ 精神障害　　■ 発達障害　　■ その他
圏外 13人（3%）

三次市
211人（55%）

庄原市
164人（42%）

農業 22人（6.6％）

製造業
52人（15.5％）

加工販売 18人（5.4％）

運輸業
22人（6.6％）

卸売・小売
65人（19.4％）

飲食・宿泊
22人（6.6％）

医療・福祉
58人（17.3％）

サービス
52人（15.5％）

公務 14人（4.2％）

その他 10人（2.9％）

10代 27人（7％）

20代
97人（25％）

30代
90人（23％）

【合計：388人】

【合計：335人】

40代
87人（22％）

50代
53人（14％）

60代以上
34人（9％）

ナカポツの10年間の実績を
数字とグラフでまとめました。
※�掲載している表の中には、年度による集計方法等が
変更されたため、正確な比較検討が十分できないも
のもあります。あらかじめご了承ください。

2010年度 2019年度2015年度
38

171
228

14

105

160

単位：人

単位：人

単位：人

  コメント

  コメント

  コメント

　ナカポツの登録者は身体障害者手
帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手
帳を持っておられる方、または精神疾
患や発達障害、難病等により就業に何
らかの支援が必要な方であることが医
師の意見書等で証明できる方です。

　三次市と庄原市の登録者の割合は概
ねそれぞれの市の人口比率と一致して
います。圏外は安芸高田市や世羅町等
の方で三次市や庄原市に就業されてい
る方となっています。

　年々、女性の登録者の割合が増加し
ていることは、女性の社会参加が徐々
に進んでいることに要因があると思わ
れます。

  コメント

  コメント

  コメント

　年代別登録者数については、少子高
齢化の進展により、50歳代や60歳代
の登録者が増加傾向にあります。

　ナカポツが設立されて3年目以降は
概ね30人を超える就職者数となって
います。精神障害者が就業する割合が
高い傾向がありますが、離職率も高い
傾向があり、就職後の継続した就業支
援や生活支援が課題となっています。

計19人

計29人計35人

計42人

計31人

計21人

計50人

計31人

計41人

計36人

障害者の就業状況2

数 字
で見る
ナカポツの
歴史

【合計：388人】
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■ 内容別

■ 手段別

■ 内容別

■ 手段別

0

0

0

0

400

400

300

300

1,500

1,500

100

100

1,000

1,000

200

200

500

500

500

500

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

－身体障害　　－知的障害　　－精神障害

① 就職後、1 年経過後の定着率① 障害者に対する相談・支援

② 企業等に対する相談・支援

② 離職理由（2020年4月～12月までに退職した人）

■ 退職者の内、就職時にナカポツ支援の有無

・全退職者24人の内11人（45.8％）が精
神障害者となっています。

・全退職者24人の内15人（62.5％）が「体
調不良・意欲の低下」「職業能力・適性
不足」の二つの理由で退職しています。

・精神障害者の退職理由は11人の内6人
（54.5％）が「職業能力・適性不足」、3人
（27.3％）が「体調不良・意欲の低下」
となっており、二つの理由で81.8％を
占めています。

・「職業能力・適性不足」が理由で退職した 9名の内 6名はナカポツを通さずに直接就職され
た方になります。

・ナカポツの支援を受けずに就職した人の60％が「職業能力・適性不足」が理由で退職してい
ます。実習を経ずに就職することで、ミスマッチが起こっている可能性が考えられます。

・全相談件数の内、48.2％は「雇い入れに関する相談・支援」となっています。
その他の内訳：広報誌持参による勤務状況の確認。
　　　　　　　企業からの本人との面談依頼。
　　　　　　　退職時の手続き支援。（退職前後の打ち合わせ）
　　　　　　　企業見学依頼。（見学日程や面談の打ち合わせ）

・相談手段は電話・メールと企業訪問で約92％を占めています。
その他の内訳：事業所以外での打ち合わせ。（ハローワーク等）
　　　　　　　会社依頼による自宅訪問。
　　　　　　　関係機関との打ち合わせ。（会社依頼による調整）
　　　　　　　ケース会議を通じての支援。

・全相談件数の内、47.3％が「就職に向けた相談・支援」となっています。
・全相談件数の内、34.2％が「職場定着に向けた相談・支援」となっており、これは年々増加傾向
にあります。ナカポツを通じて就業された方が150名を超えたために定着支援のニーズが増
加したものと予想されます。

・日常生活、社会生活に関する相談は、家庭問題、金銭問題、男女関係の問題など多岐にわたっ
ています。

・相談・支援の手段の内 43.9％が「電話・電子メール等」となっています。2020年 1月以降
新型コロナウイルスの影響で、ナカポツへの来所や職場訪問に一定の制限がかかったことも
影響がありました。

その他の内訳：企業見学へ同行。
　　　　　　　家族、内定企業と入社に向けて配慮事項の打ち合わせ。
　　　　　　　福祉事業所訪問。
　　　　　　　ハローワークへの同行訪問。
　　　　　　　各種手続きの支援等。

【2019年度】
1,391件

【2019年度】
1,391件

【2019年度】
537件

【2019年度】
537件

2010年度 2012年度 2014年度 2016年度2011年度 2013年度 2015年度 2017年度 2018年度 2019年度

体調不良・意欲の低下
1人（14.3%）

体調不良・意欲の低下
1人（16.7％）

職業能力・
適性不足
2人（28.6%）

職業能力・
適性不足
2人（33.3%）ステップ

アップ
1人（14.3%）

ステップ
アップ

1人（16.7%）

業務閉鎖・
縮小・移転
2人（33.3%）

その他
3人（42.8%）

体調不良・意欲の低下
3人（27.3%）

職業能力・適性不足
6人（54.5%）

その他
2人（18.2%）

【身体障害  合計：7人】

【支援あり  合計：14人】

【知的障害  合計：6人】

【支援なし  合計：10人】

【精神障害  合計：11人】12件（2.2%）

22件（4.1%）

4件（0.7%）

22件（4.1%）

658件（47.3%）

336件（24.2%） 611件（43.9%） 252件
（18.1%）

108件
（7.8%）

84件
（6.0%）

259件（48.2%）

221件（41.1%）

476件（34.2%）

154件（28.8%）

272件（50.7%）

165件
（11.9%）

108件（20.1%）

・2014 年度以降、定着率は向上傾向にあります。
・身体障害者・知的障害者の定着率は70％以上ですが、精神障害者の定着率は50％台となっ
ています。

・精神障害者の定着率が低い要因としては、体調不良により早退や遅刻、急な休みや長期間の
休みが多いこと、コミュニケーションの問題が考えられます。

定着率と離職の状況相談支援の状況 34

  コメント

  コメント

　就職して１年後に同じ企業で働いて
いる方の割合を示しています。精神障
害者の場合、人間関係や自身の体調不
良等により継続した就業が難しい傾向
にあります。また、これまで職を転々
としてきた人の離職率は高くなってい
ます。

　退職する理由は様々ですが、自己都
合による退職がほとんどを占めていま
す。また、自己都合では職業不適応や
職場での人間関係で体調不良となり、
離職するケースが多くあります。

　2020年3月末現在、在職中の方は
160名で、そのうち133名（83.1％）が
ナカポツ支援で就職された方、27名
（16.9％）が支援なしで就職された方と
なります。
　160名の内、24名（15％）が2020年4
月から12月末までに退職されています。
　24名の内14名がナカポツ支援の方、
10名がナカポツ支援なしの方となり、支
援した方の退職率は10.5％、支援なし
の方の退職率は30.7％となっています。
　ナカポツが支援して就職された方の退
職率は低くなっており、ナカポツの役割
は大きいと言えます。

体調不良・意欲の低下
6人

職業能力・適性不足
3人

ステップアップ 1人 ステップアップ 1人

業務閉鎖・
縮小・移転 2人

その他 1人生活環境の
変化 1人

職業能力・適性不足
6人

その他 3人

  コメント

  コメント

　相談支援件数は年々増加しており、
近年は職場定着に向けた支援の増加が
多くみられます。また、就業に関わる
相談だけでなく、家庭での悩みや交友
関係、金銭のトラブルなど生活面での
相談も年々多くなっています。
　相談の手段も、令和 2年度からは
新型コロナの影響により、オンライ
ン（ZOOM）による面接も開始し、多
様な手段による相談支援を行うように
なっています。

　企業等に対する相談・支援件数は
年々増加しています。ナカポツを通じ
て就職される方が毎年30人以上となっ
ており、それに伴い「職場適応・職場
定着に関する相談」が増えています。

■ 就職に向けた相談・支援　　■ 職場定着に向けた相談・支援

■ 日常生活、社会生活に関する相談・支援　　■ 就業と生活の両方にわたる相談・支援

■ 来所（家族等も含む）　　■ 電話・電子メール等（家族等も含む）

■ 職場訪問（定着支援、職場実習支援を含む）　　■ 家庭・利用施設への訪問　　■ その他

単位：件

単位：件

単位：件

単位：件

■ 雇い入れに関する相談・支援　　■ 障害者の職場適応・職場定着に関する相談・支援

■ 雇用する障害者の生活面に関する相談支援　　■ 障害者の雇用制度に関する相談・支援

■ その他

■ 来所　　■ 電話・電子メール等　　■ 企業訪問　　■ その他

92件
（6.6%）
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私たち
いています!!

ナカポツに登録されている就業中の皆さんの写真を掲載します。 （順不同）

ラ・ムー庄原店でたこ焼きの製造販売を

する黒田由香里さん（勤続2年目）

マクドナルド183三次店で調理の
仕事中の池上健人さん（勤続2年目）

三次衛生工業社で分別の仕事中の

高下宙さん（勤続1年目）

寺岡有機農場で農業をしている
渡辺大陽さん（勤続1年目）

ゆうしゃいん三次で調理補助の仕事中の
野白千鶴子さん（勤続10年目）

フレスタ東城店で品出し・陳列の仕事中の
伊ノ木育実さん（勤続10年目）

ドバイ2019世界パラ陸上選手権大会
やり投げ日本代表の白砂匠庸さんJMS三次工場の資材部門で働く

小河内一輝さん（勤続3年目）

あいおいニッセイ同和損保広島支店
三次支社で営業職の

白砂匠庸さん（勤続4年目）

フレスタ東城店で品出しの仕事中の
横山幸裕さん（勤続8年目）

フレスタ庄原店で商品陳列を担当する岩崎主晃さん（勤続2年目）

ヤマト運輸三次主管支店で仕分けの仕事を
している倉林友里さん（勤続1年目）

三次衛生工業社で洗浄の仕事中の

前横山優さん（勤続4年目）

西城市民病院デイサービス部門で送迎の

仕事中の重光邦彦さん（勤続9年目）

西城紫水高校で学校事務アシスタントとして

働く伊藤恵美さん（勤続2年目）

湧永製薬広島事業所製造一課で働く林智恵さん（勤続１年目）

輝
きれいに

焼き上げます!!

重い荷物も
へっちゃらです!!

美味しい料理を
作ります!!

新記録を
狙います!!

職場で
頑張っておられる姿に、
私たちナカポツの職員も
元気をもらっています
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長岡鉄工建設で溶接の仕事中の
宇山知弥さん（勤続1年目）

JMS三次工場の庶務部門で働く
土河敦さん（勤続8年目）

ヤマト運輸三次主管支店で仕分けの仕事を
している熊澤有馬さん（勤続7年目）

広島県酪農業協同組合で一般事務員として
働く上口慶二さん（勤続１年目）

グリーンカクエイでネギの計量作業中の
西尾和男さん（勤続1年目）

フレスタ庄原店でリサイクルトレーの仕訳を

担当する平原佳和さん（勤続13年目）

庄原同仁病院の管理部門で働く
井上智春さん（勤続６年目）

マクドナルド183三次店で調理の
仕事中のTさん（勤続3年目）

フレスタ三次店でパンの成形を担当する
中村浩之さん（勤続5年目）

フレスタ三次店で青果の袋詰めを担当する

久保田圭子さん（勤続2年目）

西田鮮魚店で調理中の西浦龍矢さん（勤続2年目）

かんぽの郷庄原で
ベッドメイキング中の

勢村宜紀さん（勤続1年目）

佐々部材木店梱包部で働く西村海渡さん（勤続3年目）

シナジーテクニカで基盤電気検査中の

福田修士さん（勤続４年目）

東城まちなか交流施設えびすで事務職員として

働く小川里菜さん（勤続1年目）

庄原実業高校で学校事務アシスタントとして
働く後藤秀和さん（勤続２年目）

庄原特別支援学校で学校事務アシスタントとして働く高橋勇希さん（勤続2年目）

カイハラ産業（株）吉舎工場の
加工部で働く石井千加さん（勤続1年目）

舛元木工でベッドの組み立て作業を行う

廣澤拓也さん（勤続３年目）

庄原特別支援学校で学校事務アシスタントとして働く土屋芳弘さん（勤続2年目）

ちゃんと
分別されているか
見ています!!

丁寧に
袋詰めします!!
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１　

特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金

　

障
害
者
な
ど
の
就
職
困
難
者
を
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
の
紹
介

に
よ
り
雇
用
保
険
の
一
般
被
保
険
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
場

合
に
助
成
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

助
成
金
額
は
週
30
時
間
以
上
の
勤
務
で
中
小
企
業
の
場

合
、
２
年
間
１
２
０
万
円
（
重
度
の
障
害
者
ま
た
は
精
神
障

害
者
の
場
合
は
３
年
間
２
４
０
万
円
）
で
す
。
ま
た
短
時

間
労
働
（
週
20
時
間
以
上
30
時
間
未
満
）
の
場
合
は
２
年
間

80
万
円
で
す
。

■ 

お
問
い
合
わ
せ
先
／
お
近
く
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

２　

障
害
者
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
助
成
金

　

障
害
者
を
原
則
３
か
月
間
試
行
雇
用
す
る
場
合
に
対
象
者

一
人
当
た
り
月
額
最
大
４
万
円
（
精
神
障
害
者
の
場
合
月
額

最
大
８
万
円
）
が
３
か
月
間
支
給
さ
れ
ま
す
。

■ 

お
問
い
合
わ
せ
先
／
お
近
く
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

３　

短
時
間
勤
務
の
障
害
者
雇
用
に
関
す
る

特
例
給
付
金

　

週
10
時
間
～
20
時
間
未
満
で
働
く
障
害
者
を
雇
用
し
て
い

る
場
合
に
月
額
５
０
０
０
円
ま
た
は
７
０
０
０
円
（
従
業
員

数
に
よ
る
）
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

■ 

お
問
い
合
わ
せ
先
／
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

求
職
者
雇
用
支
援
機
構
広
島
支
部

４　

障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度
に
基
づ
く

各
種
助
成
金

　

事
業
主
が
障
害
者
の
雇
用
に
あ
た
っ
て
、
施
設
・
設
備
の

整
備
や
適
切
な
雇
用
管
理
を
図
る
た
め
の
特
別
な
措
置
を
行

う
場
合
に
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
も
の
で
す
。

■ 

お
問
い
合
わ
せ
先
／
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

求
職
者
雇
用
支
援
機
構
広
島
支
部

⑴
障
害
者
作
業
施
設
設
置
等
助
成
金

　

作
業
施
設
や
付
帯
施
設
、
作
業
設
備
の
新
築
、
増
築
、
改

築
等
の
費
用
が
助
成
さ
れ
ま
す
（
賃
借
の
場
合
も
助
成
が
あ

り
ま
す
）。

車
い
す
使
用
の
新
規
採
用
者
の
た
め
に

障
害
者
用
ト
イ
レ
を
新
た
に
設
置

⑵
障
害
者
福
祉
施
設
設
置
等
助
成
金

　

雇
用
し
て
い
る
障
害
者
の
福
祉
増
進
を
図
る
た
め
の
保
健

施
設
、
給
食
施
設
、
教
養
文
化
施
設
等
の
設
置
・
整
備
に
係

る
費
用
が
助
成
さ
れ
ま
す
。

車
い
す
で
働
く
従
業
員
が
食
堂
を
利
用
し
や
す

く
す
る
た
め
に
ス
ロ
ー
プ
の
設
置
や
車
い
す
で

も
利
用
で
き
る
ド
ア
や
洗
面
台
に
改
修

⑶
障
害
者
介
助
等
助
成
金

　

障
害
者
の
障
害
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
雇
用
管
理
の
た
め

に
必
要
な
介
助
者
の
配
置
等
の
特
別
な
措
置
を
行
う
場
合
に

助
成
さ
れ
、
次
の
４
種
類
が
あ
り
ま
す
。

Ⅰ　

職
場
介
助
者
を
配
置
ま
た
は
委
嘱
す
る
こ
と
を
助
成
す

る
「
職
場
介
助
者
の
配
置
ま
た
は
委
嘱
助
成
金
」

�

両
上
下
肢
に
障
害
の
あ
る
従
業
員
の
た
め
に
、

受
話
器
の
上
げ
下
ろ
し
や
キ
ー
ボ
ー
ド
の
操
作

の
補
助
、
食
事
の
介
助
等
を
行
う
職
場
介
助
員

を
配
置

Ⅱ　

職
場
介
助
者
の
配
置
ま
た
は
委
嘱
を
継
続
す
る
こ
と
を

助
成
す
る
「
職
場
介
助
者
の
配
置
ま
た
は
委
嘱
の
継
続
措

置
に
係
る
助
成
金
」

Ⅲ　

手
話
通
訳
、
要
約
筆
記
等
の
担
当
者
を
委
嘱
す
る
こ
と

を
助
成
す
る
「
手
話
通
訳
・
要
約
筆
記
等
担
当
者
の
委
嘱

助
成
金
」

Ⅳ　

合
理
的
配
慮
に
係
る
相
談
等
に
応
じ
る
者
の
増
配
置
ま

た
は
委
嘱
す
る
こ
と
を
助
成
す
る
「
障
害
者
相
談
窓
口
担

当
者
の
配
置
助
成
金
」

⑷
重
度
障
害
者
等
通
勤
対
策
助
成
金

　

障
害
者
の
障
害
特
性
に
応
じ
て
通
勤
を
容
易
に
す
る
た
め

に
講
じ
ら
れ
る
措
置
に
対
す
る
費
用
が
助
成
さ
れ
、
次
の
よ

う
な
種
類
が
あ
り
ま
す
。

Ⅰ　

障
害
者
を
入
居
さ
せ
る
た
め
の
住
宅
を
賃
借
す
る
こ
と

を
助
成
す
る
「
重
度
障
害
者
等
用
住
宅
の
賃
借
助
成
金
」

Ⅱ　

障
害
者
５
人
以
上
が
入
居
す
る
住
宅
に
指
導
員
を
配
置

す
る
こ
と
を
助
成
す
る
「
指
導
員
の
配
置
助
成
金
」

Ⅲ　

障
害
者
に
住
宅
手
当
を
支
払
う
こ
と
を
助
成
す
る
「
住

宅
手
当
の
支
払
助
成
金
」

一
人
で
の
通
勤
が
で
き
な
い
た
め
、
助
成
金
を

活
用
し
て
会
社
の
近
く
に
ア
パ
ー
ト
を
借
り
る

た
め
、
通
常
の
社
員
の
住
宅
手
当
に
プ
ラ
ス
し

た
手
当
を
支
給
す
る
仕
組
み
を
整
備

Ⅳ　

障
害
者
５
人
以
上
の
通
勤
の
た
め
の
バ
ス
を
購
入
す
る

こ
と
を
助
成
す
る
「
通
勤
用
バ
ス
の
購
入
助
成
金
」

Ⅴ　

障
害
者
５
人
以
上
の
通
勤
の
た
め
の
バ
ス
の
運
転
手
を

委
嘱
す
る
こ
と
を
助
成
す
る
「
通
勤
用
バ
ス
運
転
従
事
者

の
委
嘱
助
成
金
」

Ⅵ　

通
勤
援
助
者
を
委
嘱
す
る
こ
と
を
助
成
す
る
「
通
勤
援

助
者
の
委
嘱
助
成
金
」

Ⅶ　

自
動
車
通
勤
を
行
う
障
害
者
の
た
め
の
駐
車
場
を
賃
借

す
る
こ
と
を
助
成
す
る
「
駐
車
場
の
賃
借
助
成
金
」

Ⅷ　

自
動
車
通
勤
を
行
う
障
害
者
の
た
め
の
自
動
車
を
購
入

す
る
こ
と
を
助
成
す
る
「
通
勤
用
自
動
車
の
購
入
助
成
金
」

⑸
重
度
障
害
者
多
数
雇
用
事
業
所
施
設
設
置
等
助
成
金

　

対
象
障
害
者
を
多
数
継
続
し
て
雇
用
し
、
こ
れ
ら
の
障
害

者
が
就
労
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
施
設
等
の
整
備
等
に
要

す
る
費
用
が
助
成
さ
れ
ま
す
。

各
種
助
成
金
等
の
紹
介
障
害
者
を
雇
用
ま
た
は
雇
用
を
検
討
し
て
い
る
企
業
の
事
業
主
に
対
し
て
、

次
の
よ
う
な
助
成
金
が
あ
り
ま
す
。
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令
和
２
年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大

に
よ
り
、
日
常
生
活
や
社
会
生
活
に
大
き
な
制
約
を
受
け

る
１
年
と
な
り
ま
し
た
。（
ま
だ
終
息
し
て
い
な
い
の
は
と

て
も
残
念
で
す
が
・
・
・
。）

　

企
業
に
お
い
て
も
特
に
製
造
業
や
サ
ー
ビ
ス
業
に
お
い

て
大
き
な
打
撃
を
受
け
、
経
済
損
失
は
過
去
に
例
を
見
な

い
数
字
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
備
北
圏
域
に
お
い
て
も
自

動
車
関
連
産
業
や
飲
食
業
な
ど
で
内
定
の
取
り
消
し
や
労

働
時
間
の
短
縮
な
ど
に
よ
り
、
障
害
者
の
雇
用
環
境
も
厳

し
い
事
例
が
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

企
業
訪
問
も
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
４
月
か
ら
６
月

ま
で
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
状
況
が
続
き
、
登
録
者
と
の
面

談
も
電
話
に
よ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
通
常
の
活
動
が

で
き
な
い
状
況
が
続
き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
中
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
、
全
国
で

は
１
月
６
日
時
点
で
８
万
人
を
超
え
る
解
雇
者
が
出
た
と

の
報
道
が
あ
り
ま
し
た
が
、
幸
い
に
も
備
北
圏
域
で
は
ナ

カ
ポ
ツ
登
録
者
の
解
雇
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ま
た
、
２
月
16
日
時
点
で
の
新
型
コ
ロ
ナ
関
連
の
倒
産

が
全
国
で
は
１
，０
０
０
社
以
上
あ
り
ま
し
た
が
、
備
北
圏

域
で
は
発
生
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

当
セ
ン
タ
ー
で
は
令
和
２
年
度
も
企
業
に
対
す
る
支
援

と
し
て
の
研
修
会
や
交
流
会
の
開
催
、
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
活
動

と
し
て
の
就
活
支
援
交
流
会
の
開
催
、
在
職
者
を
対
象
と

し
た
交
流
会
、
視
察
研
修
会
な
ど
を
計
画
し
て
い
ま
し
た
。

　

残
念
な
が
ら
視
察
研
修
会
は
バ
ス
で
の
３
密
を
危
惧
し

て
中
止
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
外
は
当
初
の
計
画
ど
お
り

す
べ
て
の
事
業
を
実
施
し
ま
し
た
。
様
々
な
関
係
機
関
で

は
事
業
を
中
止
さ
れ
る
事
例
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
が
、

感
染
の
防
止
を
徹
底
す
る
中
で
、
無
事
に
事
業
を
終
え
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
っ
て
多
く
の
活
動
が

制
約
を
受
け
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
と
も
す

れ
ば
新
型
コ
ロ
ナ
を
理
由
と
し
て
必
要
以
上
に
制
約
を
か

け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
事
例
も
多
く
あ
り

ま
し
た
。

　

昨
年
の
８
月
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
さ
れ
た
「
障
害
者

就
労
支
援
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
は
「
ひ
る
む
な
、
私
た
ち
。

N
IPPO

N

進
化
論
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
で

大
変
な
状
況
に
あ
る
中
で
も
し
た
た
か
に
「
コ
ロ
ナ
ピ
ン

チ
」
を
「
コ
ロ
ナ
チ
ャ
ン
ス
」
に
変
え
る
取
り
組
み
が
多

く
報
告
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
「
何
で
も
か
ん
で

も
コ
ロ
ナ
の
せ
い
に
し
て
い
て
は
前
に
進
め
な
い
」
と
い

う
共
通
し
た
コ
ン
セ
プ
ト
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
は
私
た
ち
の
日
常
生

活
や
社
会
生
活
に
多
く
の
影
響
を
与
え
、
生
活
ス
タ
イ
ル

や
就
業
ス
タ
イ
ル
も
大
き
く
変
化
し
ま
し
た
。
そ
し
て
こ

う
し
た
変
化
は
コ
ロ
ナ
が
終
息
し
た
後
も
そ
の
ま
ま
新
し

い
ス
タ
イ
ル
と
し
て
残
る
も
の
も
多
く
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
「
災
い
転
じ
て
福
と
な
す
」
た
め
に
新
型
コ
ロ
ナ
は
多
く

の
知
恵
を
私
た
ち
に
与
え
て
く
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

備北障害者就業・生活支援センター長　森末　博雄
新型コロナの中での就労支援

付－1

一般社団法人が運営するナカポツは、全国でただひとつです。

18の事業者がコラボして手を組み運営しています。

事業主のみなさまへ

　障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職
業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理
念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割
合で障害者を雇用する義務があります（障害者雇用
率制度）。この法定雇用率が、
令和 3 年 3 月 1 日から右記のように変わりました。

令和３年 3月１日から
障害者の法定雇用率が引き上げられました

事業主区分
法定雇用率

現行 令和３年 3 月１日以降
民間企業 2.2％　⇒ 2.3％
国、 地方公共団体等 2.5％　⇒ 2.6％
都道府県等の教育委員会 2.4％　⇒ 2.5％

一般社団法人　備北地域生活支援協会
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一般社団法人　備北地域生活支援協会

当協会の守るべき点については次のとおりです。

地域生活の五
ほ

視
こ

点
り

　　安全　いのちは守られているか

　　安心　支えあうシステムはあるか

　　安定　暮らしに必要なお金が稼げるか

　　安楽　楽しみや親睦の機会と場はあるか

　　誇り　自分や地域に誇りをもっているか

　地域ぐるみの支えあいをモットーとします。

Ⅰ　就業・生活支援センター

　１　就業・生活支援センター事業実施の方針

　一般企業への就職を希望する障害者、職場不適応により離職した障害者や離職の

可能性がある在職中の障害者に対し、就業・日常生活・社会生活において障害者が

自立して生活できるように支援します。

　２　事業内容

　　相談及び指導・・・障害者の相談に応じ、必要に応じて指導・助言を行う。

　　助　　　　言・・・事業主に対して、助言を行う。

　　斡　　　　旋・・・障害者に対して、事業主等により行われる職業準備訓練や職

場実習の斡旋を行う。

　　連　　　　携・・・公共職業安定所、障害者職業センター、障害者職業能力開発

校、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他当事者団

体等の関係機関との連絡会議を開催し、連携を図る。

一般社団法人  備北地域生活支援協会（仮称）の設立趣意書

　広島県備北障害保健福祉圏域においては、さまざまな生活課題・福祉課題・就業課

題があり、公的サービスが充実しても解決できないニーズが多く出現しています。

　こうした状況に対応して、市民同士のふれあい・助けあい・支えあいを大切にした、

一人ひとりの幸せ創りとして、共生社会のための地域生活支援サービスが重要です。

基本的には就労支援、生活支援、地域支援です。

　しかし、これらの「地域生活支援」への努力はそれぞれの担い手や組織が各々理念

実践されているわけです。サービスの受け手の期待は総合、統合、連携された組織や

協働を通したサービスの充実や発展です。

　例えば、「障害者総合就業・生活支援センター事業」で申しますと、障害者が地域

で普通に暮らすことにあたり、会社で働いて生活費を稼ぎたいという思いは、個人差

はあるものの多くの方が抱いている欲求です。これは、単に個人の利益追求というば

かりではなく、人材不足を補うという社会貢献という視点からも大きな意義がありま

す。

　しかしながら、障害者が働きたいと思っていても、一般企業へのアプローチの仕方

がわからないとか、個人的にアプローチしても採用に結びつかないなど、障害者にとっ

て雇用情勢は厳しい状況となっています。当支援センター事業としては、障害者の雇

用を一人でも多く企業へ就職できるように、一般企業と障害者のかけ橋となるべく、

企業訪問・企業実習・職業指導・雇用後のアフターケアなど企業との連携を中心に活

動を行います。

　また、経済状況が厳しい中、障害をもたない人も就職が厳しい状況となっており、

そのような方への支援も重要な課題であると言えます。

　このような認識に対して期待される方法として、別記の案で一般社団法人を設立し

て民意に応えたいと考えています。どうか趣旨にご賛同いただきたく、ここにお願い

申し上げます。

平成２２年　2 月　1 日

一般社団法人　備北地域生活支援協会

　　　設立代表者　　熊　原　　保

（設立当初）

付－3 付－2



付－5 付－4

（
役
員
の
解
任
）

第
23
条　

役
員
は
、
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
監

事
を
解
任
す
る
場
合
は
、
総
社
員
の
半
数
以
上
で
あ
っ
て
、
総
社
員
の
議
決
権
の
３
分
の

２
以
上
に
当
た
る
多
数
を
も
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
酬
等
）

第
24
条　

役
員
の
報
酬
等
は
、
社
員
総
会
の
決
議
を
も
っ
て
定
め
る
。

第
６
章　

理
事
会

（
構
成
）

第
25
条　

当
社
団
に
理
事
会
を
置
く
。

２　

理
事
会
は
、
す
べ
て
の
理
事
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

（
権
限
）

第
26
条　

理
事
会
は
、
次
の
職
務
を
行
う
。

（
１
）
当
社
団
の
業
務
執
行
の
決
定

（
２
）
理
事
の
職
務
の
執
行
の
監
督

（
３
）
理
事
長
、
副
理
事
長
、
専
務
理
事
及
び
常
務
理
事
の
選
定
及
び
解
職

（
開
催
）

第
27
条　

理
事
会
は
、
通
常
理
事
会
と
臨
時
理
事
会
の
２
種
と
す
る
。
な
お
、
理
事
会
は
、

理
事
総
数
の
過
半
数
の
出
席
が
な
け
れ
ば
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２　

通
常
理
事
会
は
、
毎
年
２
回
開
催
す
る
。

３　

臨
時
理
事
会
は
、
次
に
揚
げ
る
場
合
に
開
催
す
る
。

（
１
）
理
事
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
。

（
２
）
理�

事
長
以
外
の
理
事
か
ら
、
会
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
及
び
召
集
の
理
由
を
示
し

て
召
集
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
。

（
招
集
）

第
28
条　

理
事
会
は
、
理
事
長
が
招
集
す
る
。

２　

理
事
長
が
欠
け
た
と
き
又
は
理
事
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
各
理
事
が
理
事
会
を

招
集
す
る
。

（
決
議
）

第
29
条　

理
事
会
の
決
議
は
、
決
議
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
理
事
を
除
く
理

事
の
過
半
数
が
出
席
し
、
そ
の
過
半
数
を
も
っ
て
行
う
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
法
人
法
第
96
条
の
要
件
を
満
た
し
た
と
き
は
、

理
事
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
議
事
録
）

第
30
条　

理
事
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
法
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
議
事
録
を
作
成
す

る
。

２　

出
席
し
た
理
事
及
び
監
事
は
、
前
項
の
議
事
録
に
署
名
又
は
記
名
押
印
す
る
。

第
７
章　

資
産
及
び
会
計

（
事
業
年
度
）

第
31
条　

当
社
団
の
事
業
年
度
は
、
毎
年
４
月
１
日
か
ら
（
翌
年
）
３
月
31
日
ま
で
の
年
１

期
と
す
る
。

（
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
）

第
32
条　

当
社
団
の
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
に
つ
い
て
は
、
毎
事
業
年
度
開
始
日
の
前
日

ま
で
に
理
事
長
が
作
成
し
、
理
事
会
の
決
議
を
経
て
社
員
総
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合
も
同
様
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
予
算
が
成
立
し
な
い
と

き
は
、
理
事
長
は
、
社
員
総
会
の
決
議
に
基
づ
き
、
予
算
成
立
の
日
ま
で
前
年
度
の
予

算
に
準
じ
収
入
を
得
又
は
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

前
項
の
収
入
支
出
は
、
新
た
に
成
立
し
た
予
算
の
収
入
支
出
と
み
な
す
。

（
事
業
報
告
及
び
決
算
）

第
33
条　

当
社
団
の
事
業
報
告
及
び
決
算
に
つ
い
て
は
、
毎
事
業
年
度
終
了
後
、
理
事
長
が

次
の
書
類
を
作
成
し
、
監
事
の
監
査
を
受
け
、
か
つ
、
第
１
号
、
第
３
号
及
び
第
４
号
の

書
類
に
つ
い
て
は
、
理
事
会
の
承
認
を
経
て
、
定
時
社
員
総
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
１
）
事
業
報
告

（
２
）
事
業
報
告
の
附
属
明
細
書

（
３
）
貸
借
対
照
表

（
４
）
損
益
計
算
書

（
５
）
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
の
附
属
明
細
書

２　

前
項
第
３
号
及
び
第
４
号
の
書
類
に
つ
い
て
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法

人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
48
条
に
定
め
る
要
件
に
該
当
し
な
い
場
合
に
は
、
定
時

社
員
総
会
へ
の
報
告
に
代
え
て
、定
時
社
員
総
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

第
１
項
の
書
類
の
ほ
か
、
次
の
書
類
を
主
た
る
事
務
所
に
５
年
間
備
え
置
く
と
と
も

に
、
定
款
及
び
社
員
名
簿
を
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
く
も
の
と
す
る
。

（
１
）
監
査
報
告

（
２
）
理
事
及
び
監
事
の
名
簿

（
剰
余
金
）

第
34
条　

当
社
団
は
、
剰
余
金
の
分
配
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
８
章　

定
款
の
変
更
及
び
解
散

（
定
款
の
変
更
）

第
35
条　

こ
の
定
款
は
、
社
員
総
会
の
決
議
で
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
解
散
）

第
36
条　

当
社
団
は
、
社
員
総
会
の
決
議
そ
の
他
法
令
で
定
め
ら
れ
た
事
由
に
よ
り
解
散
す

る
。

（
残
余
財
産
の
帰
属
）

第
37
条　

当
社
団
が
清
算
す
る
場
合
に
お
い
て
有
す
る
残
余
財
産
は
、
社
員
総
会
の
決
議
を

経
て
、
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
第
５
条
第
17
号
に

掲
げ
る
法
人
又
は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
に
贈
与
す
る
も
の
と
す
る
。

第
９
章　

公
告
の
方
法

（
公
告
の
方
法
）

第
38
条　

当
社
団
の
公
告
は
、
主
た
る
事
務
所
の
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
方
法

に
よ
り
行
う
。

第
10
章　

事
務
局

（
設
置
等
）

第
39
条　

当
法
人
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
事
務
局
を
設
置
す
る
。

２　

事
務
局
に
は
、
事
務
局
長
及
び
所
要
の
職
員
を
置
く
。

３　

事
務
局
長
及
び
重
要
な
職
員
は
、
理
事
長
が
理
事
会
の
承
認
を
得
て
任
免
す
る
。

４　

事
務
局
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
理
事
長
が
理
事
会
の
決
議
に
よ

り
別
に
定
め
る
。

第
11
章　

情
報
公
開
及
び
個
人
情
報
の
保
護

（
情
報
公
開
）

第
40
条　

当
社
団
は
、
公
正
で
開
か
れ
た
活
動
を
推
進
す
る
た
め
、
そ
の
活
動
状
況
、
運
営

内
容
、
財
務
資
料
等
を
積
極
的
に
公
開
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

情
報
公
開
に
関
す
る
必
要
な
事
項
は
、
理
事
会
の
決
議
に
よ
り
別
に
定
め
る
。

（
個
人
情
報
の
保
護
）

第
41
条　

当
社
団
は
、業
務
上
知
り
得
た
個
人
情
報
の
保
護
に
万
全
を
期
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
必
要
な
事
項
は
、理
事
会
の
決
議
に
よ
り
別
に
定
め
る
。

第
12
章　

補
則

（
委
任
）

第
42
条　

こ
の
定
款
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、こ
の
法
人
の
運
営
に
関
す
る
必
要
な
事
項
は
、

理
事
会
の
議
決
に
よ
り
、
理
事
長
が
別
に
定
め
る
。

第
13
章　

附
則

（
最
初
の
事
業
年
度
）

第
43
条　

当
社
団
の
最
初
の
事
業
年
度
は
、
当
社
団
成
立
の
日
か
ら
平
成
22
年
３
月
31
日
ま

で
と
す
る
。

（
設
立
時
社
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
）

第
44
条　

設
立
時
社
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　

設
立
時
社
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

略

（
法
令
の
準
拠
）

第
45
条　

本
定
款
に
定
め
の
な
い
事
項
は
、
す
べ
て
一
般
法
人
法
そ
の
他
の
法
令
に
従
う
。

以
上
、
一
般
社
団
法
人
備
北
地
域
生
活
支
援
協
会
を
設
立
す
る
た
め
、
こ
の
定
款
を
作
成
し
、

設
立
時
社
員
が
次
に
記
名
押
印
す
る
。
な
お
、
こ
の
定
款
に
規
定
の
な
い
事
項
は
、
す
べ

て
法
人
法
そ
の
他
の
法
令
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　

平
成
22
年
２
月
17
日

　
　
　
　
　
　
　

設
立
時
社
員　
　

熊　

原　
　
　

保

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　

谷　

口　

光　

治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　

松　

本　

憲　

睦

一
般
社
団
法
人　

備
北
地
域
生
活
支
援
協
会　

定
款

第
１
章　

総
則

（
名
称
）

第
１
条　

当
社
団
は
、
一
般
社
団
法
人
備
北
地
域
生
活
支
援
協
会
と
称
す
る
。

（
主
た
る
事
務
所
）

第
２
条　

当
社
団
は
、
主
た
る
事
務
所
を
広
島
県
庄
原
市
に
置
く
。

２　

当
社
団
は
、
理
事
会
の
議
決
に
よ
り
、
従
た
る
事
務
所
を
必
要
な
地
に
置
く
こ
と
が

で
き
る
。

第
２
章　

目
的
及
び
事
業

（
目
的
）

第
３
条　

当
社
団
は
、
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て
の
人
に
対
し
て
、
自
立
し
た
生

活
を
地
域
社
会
に
お
い
て
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
就
労
支
援
・
生
活
支
援
・
地
域
支
援

を
行
い
、
個
人
の
尊
厳
あ
る
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
事
業
）

第
４
条　

当
社
団
は
、
第
３
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
業
を
行
う
。

（
１
）
障
害
者
，
生
活
困
窮
者
の
支
援

（
２
）
高
齢
者
福
祉
の
増
進

（
３
）
児
童
，
青
少
年
の
健
全
育
成

（
４
）
勤
労
意
欲
の
あ
る
者
へ
の
就
労
支
援

（
５
）
文
化
，
芸
術
，
教
育
の
振
興

（
６
）
自
然
環
境
保
護
及
び
地
域
社
会
の
発
展

（
７
）
そ
の
他
，
公
益
に
関
す
る
事
業
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

（
８
）
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業

（
９
）
前
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
附
帯
又
は
関
連
す
る
事
業

第
３
章　

社
員
及
び
会
員

（
法
人
の
構
成
員
）

第
５
条　

当
社
団
に
次
の
会
員
を
置
き
、
正
会
員
を
も
っ
て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団

法
人
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
人
法
」
と
す
る
。）
上
の
社
員
と
す
る
。

（
１
）
正
会
員　

当
社
団
の
目
的
に
賛
同
し
て
入
会
し
た
団
体
及
び
個
人

（
２
）
賛
助
会
員　

当
社
団
の
事
業
を
賛
助
す
る
た
め
に
入
会
し
た
個
人
及
び
団
体

（
入
会
）

第
６
条　

当
社
団
の
目
的
に
賛
同
し
、
会
員
と
し
て
入
会
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
理
事
会

に
お
い
て
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
入
会
の
申
し
込
み
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

入
会
は
、
理
事
会
に
お
い
て
別
に
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
理
事
会
に
お
い
て
そ
の
可

否
を
決
定
し
、
こ
れ
を
そ
の
も
の
に
通
知
す
る
。

（
会
費
等
）

第
７
条　

会
員
は
、
当
社
団
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
そ
れ
に
必
要
な
経
費
を
支
払
う
義

務
を
負
う
。

２　

社
員
は
、
社
員
総
会
に
お
い
て
別
に
定
め
る
会
費
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
任
意
退
会
）

第
８
条　

会
員
は
、
理
事
会
に
お
い
て
別
に
定
め
る
脱
会
届
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
任

意
に
い
つ
で
も
退
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
除
名
）

第
９
条　

会
員
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
社
員
総
会
の
決
議
に

よ
っ
て
当
該
会
員
を
除
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）
こ
の
定
款
そ
の
他
の
規
則
に
違
反
し
た
と
き
。

（
２
）
法
人
の
名
誉
を
傷
つ
け
又
は
目
的
に
反
す
る
行
為
を
し
た
と
き
。

（
３
）
そ
の
他
除
名
す
べ
き
正
当
な
事
由
が
あ
る
と
き
。

（
会
員
の
資
格
喪
失
）

第
10
条　

第
８
条
、
第
９
条
の
場
合
の
ほ
か
、
会
員
は
、
次
の
い
づ
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

に
は
、
そ
の
資
格
を
喪
失
す
る
。

（
１
）
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
に
な
っ
た
と
き
。

（
２
）
当
該
会
員
が
死
亡
又
は
解
散
若
し
く
は
破
産
し
た
と
き
。

（
３
）
第
７
条
の
支
払
義
務
を
１
年
以
上
履
行
し
な
か
っ
た
と
き
。

（
４
）
総
社
員
の
３
分
の
２
以
上
の
同
意
が
あ
っ
た
と
き
。

（
社
員
名
簿
）

第
11
条　

当
社
団
は
、
社
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
記
載
し
た
社
員
名
簿
を
作
成
す

る
。

第
４
章　

社
員
総
会

（
社
員
総
会
）

第
12
条　

当
社
団
の
社
員
総
会
は
、
正
会
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

２　

定
時
社
員
総
会
及
び
臨
時
社
員
総
会
と
し
定
時
社
員
総
会
は
、
毎
事
業
年
度
の
終
了

後
３
か
月
以
内
に
開
催
し
、
臨
時
社
員
総
会
は
、
必
要
に
応
じ
て
開
催
す
る
。

（
招
集
）

第
13
条　

社
員
総
会
は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
理
事
会
の
決
議
に
基

づ
き
理
事
長
が
招
集
す
る
。

２　

総
社
員
の
議
決
権
の
５
分
の
１
以
上
の
議
決
権
を
有
す
る
社
員
は
、理
事
長
に
対
し
、

社
員
総
会
の
目
的
で
あ
る
事
項
及
び
招
集
の
理
由
を
示
し
て
、
社
員
総
会
の
招
集
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

理
事
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
４
週
間
以
内
に
社
員
総

会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

社
員
総
会
を
招
集
す
る
と
き
は
、
会
議
の
日
時
、
場
所
、
目
的
及
び
審
議
事
項
を
記

載
し
た
書
面
を
も
っ
て
開
催
日
の
１
週
間
前
ま
で
に
各
社
員
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
決
議
の
方
法
）

第
14
条　

社
員
総
会
の
決
議
は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
総
社
員
の
議

決
権
の
過
半
数
を
有
す
る
社
員
が
出
席
し
、
出
席
社
員
の
議
決
権
の
過
半
数
を
も
っ
て
こ

れ
を
行
う
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
決
議
は
、
総
社
員
の
議
決
権
３
分
の
２
以
上
に

当
た
る
多
数
を
も
っ
て
行
う
。

（
１
）
社
員
及
び
会
員
の
除
名

（
２
）
監
事
の
解
任

（
３
）
定
款
の
変
更

（
４
）
解
散

（
５
）
そ
の
他
法
令
で
定
め
ら
れ
た
事
項

３　

や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
、
社
員
総
会
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
社
員
は
、

あ
ら
か
じ
め
通
知
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
書
面
を
も
っ
て
決
議
し
、
又
は
他
の
社
員

を
代
理
人
と
し
て
決
議
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
議
決
権
）

第
15
条　

各
社
員
は
、
各
１
個
の
議
決
権
を
有
す
る
。

（
議
長
）

第
16
条　

社
員
総
会
の
議
長
は
、
理
事
長
が
こ
れ
に
当
た
る
。
理
事
長
に
事
故
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
社
員
総
会
に
お
い
て
議
長
を
選
出
す
る
。

（
議
事
録
）

第
17
条　

社
員
総
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
議
事
録
を
作
成

し
、
社
員
総
会
の
日
か
ら
10
年
間
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
く
。

第
５
章　

役
員

（
役
員
の
設
置
）

第
18
条　

当
社
団
に
、
次
の
役
員
を
置
く
。

　
　
　
　

理
事　

３
名
以
上
６
名
以
内

　
　
　
　

監
事　

２
名
以
内

２　

理
事
の
う
ち
、
１
名
を
理
事
長
と
す
る
。

３　

理
事
の
う
ち
、
副
理
事
長
及
び
専
務
理
事
・
常
務
理
事
を
そ
れ
ぞ
れ
１
名
置
く
こ
と

が
で
き
る
。

４　

当
社
団
の
理
事
長
を
法
人
法
上
の
代
表
理
事
と
す
る
。

（
役
員
の
選
任
）

第
19
条　

理
事
及
び
監
事
は
、
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
選
任
す
る
。

２　

理
事
長
、
副
理
事
長
、
専
務
理
事
及
び
常
務
理
事
は
、
理
事
会
の
決
議
に
よ
っ
て
理

事
の
中
か
ら
定
め
る
。

３　

監
事
は
こ
の
法
人
又
は
そ
の
子
法
人
の
理
事
又
は
使
用
人
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

４　

理
事
の
う
ち
、
理
事
の
い
ず
れ
か
の
１
名
と
そ
の
配
偶
者
又
は
３
親
等
内
の
親
族
そ

の
他
特
別
の
関
係
に
あ
る
者
の
合
計
数
は
、
理
事
総
数
の
３
分
の
１
を
超
え
て
は
な
ら

な
い
。
監
事
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
理
事
の
職
務
権
限
）

第
20
条　

理
事
長
は
、
当
社
団
を
代
表
し
、
そ
の
業
務
を
執
行
す
る
。

２　

副
理
事
長
は
理
事
長
を
補
佐
し
、
専
務
理
事
は
当
社
団
の
業
務
を
執
行
す
る
。

３　

常
務
理
事
は
、
当
社
団
の
業
務
を
分
担
執
行
す
る
。

４　

理
事
長
、
副
理
事
長
、
専
務
理
事
及
び
常
務
理
事
は
、
毎
事
業
年
度
毎
に
４
か
月
を

超
え
る
間
隔
で
２
回
以
上
、
自
己
の
職
務
の
執
行
の
状
況
を
理
事
会
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
監
事
の
職
務
権
限
）

第
21
条　

監
事
は
、
理
事
の
職
務
の
執
行
を
監
査
し
、
法
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
監

査
報
告
を
作
成
す
る
。

２　

監
事
は
、
い
つ
で
も
、
理
事
及
び
使
用
人
に
対
し
て
事
業
の
報
告
を
求
め
、
当
社
団

の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
の
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
役
員
の
任
期
）

第
22
条　

理
事
の
任
期
は
、
選
任
後
２
年
以
内
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
う
ち
最
終
の
も
の

に
関
す
る
定
時
社
員
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

２　

監
事
の
任
期
は
、
選
任
後
４
年
以
内
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
う
ち
最
終
の
も
の
に

関
す
る
定
時
社
員
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

３　

補
欠
と
し
て
選
任
さ
れ
た
理
事
又
は
監
事
の
任
期
は
、
前
任
者
の
任
期
の
満
了
す
る

時
ま
で
と
す
る
。

４　

役
員
は
、
辞
任
又
は
任
期
の
満
了
後
に
お
い
て
、
定
員
を
欠
く
に
至
っ
た
場
合
に
は
、

新
た
に
選
任
さ
れ
た
者
が
就
任
す
る
ま
で
は
、そ
の
職
務
を
行
う
権
利
義
務
を
有
す
る
。
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障害者就業・生活支援センターとは

ハローワーク

特別支援学校

福祉事務所

事業主

保健所

医療機関

地域障害者
職業センター

就労移行
支援事業者等

職業能力
開発施設

障害者就業・生活支援センター
【就業支援】

（就業支援担当者2～7名）
【生活支援】

（生活支援担当者１名）

　「障害者就業・生活支援センター」とは、就職を希望されている障害のある方や在職中の障害のある

方が抱える課題に応じて、身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として、

就業面及び生活面における一体的な相談支援を実施します。名称が長いため、「ナカポツ」や「ナカポ

ツセンター」と呼ばれることもあります。

　令和２年５月末で、全国に 335 センター、県内には８センターがあり、それぞれのエリアで活動し

ています。

編  集  後  記
　今回の「ナカポツだより」で目に付くのはマスク姿の

写真だと思います。

　三密（密閉・密集・密接）を避け、手洗い・うがいの

励行とマスクの着用という今のご時世を反映したものと

なってしまいました。

　数年先または数十年先にこの特集号を目にすることが

あれば「あの時は新型コロナで大変だったなあ…」と思

い起こすことができるのではないでしょうか。

　良し悪しは別にして、記念すべき特集号となりました。

編集・発行／	一般社団法人　備北地域生活支援協会　備北障害者就業・生活支援センター
	 法人部門／〒 727-0007 庄原市宮内町 1157
	 事業部門／〒 728-0013 三次市十日市東 3丁目 14-1　三次市福祉保健センター内

TEL.0824-63-1896　FAX.0824-63-1897
メールアドレス  info@bihokucenter.com　ホームページ　http://care-net.biz/34/bihoku-c/

基礎訓練の
あっせん求職活動支援

保健サービスの
利用調整

連携

対象者の
送り出し

技術的支援

専門的支援の
依頼

医療面の相談

連携

職場適応支援

福祉サービスの
利用調整

障害のある方

● 就業に関する
　 相談支援
● 障害特性を踏

まえた雇用管
理に関する助
言

● 関係機関との
　 連絡調整

● 日常生活・
　 地域生活に
　 関する助言

● 関係機関との
　 連絡調整

一
体
的
な
支
援

相談

自立・安定した職業生活の実現

左から高井英仁／槇原千洋／澤井由紀／森末博雄／上田さつき

No 役職名 氏　　名 事業所名 所在地

1 理事長 熊原　　保 障害者多機能型事業所 里山福業 庄原市永末町5151-1

2 専務理事 森末　博雄 備北障害者就業・生活支援センター 三次市十日市東３丁目14-1

3 理事 酒井　主典 障害児入所施設 庄原さくら学園 庄原市三日市町5017-6

4 理事 安永　　統 三次市障害者支援センター 三次市十日市東３丁目14-1

5 理事 藤原　　真 障がい者支援施設ニューライフ君田 三次市君田町東入君357-1

6 理事 藤原　俊雄 就労継続支援Ｂ型事業所
東寿園福祉作業所 庄原市東城町川西947-2

7 監事 若井　久子 訪問介護事業所 ユーシャイン 庄原市総領町中領家476

8 監事 宗兼　安子 障害福祉サービス事業所かわせみの家 庄原市高町1246

9 社員 森重　利夫 障害者多機能型事業所
ゆうしゃいん三次 三次市畠敷町238

10 社員 田邊　　弘 障害者支援施設 ともいきの里 庄原市総領町稲草77

11 社員 藤川　耕作 就労継続支援Ｂ型事業所
コージーガーデン 三次市太田幸町10266-4

12 社員 梶川　順司 障害者多機能型事業所 青空 庄原市水越町808-2

13 社員 水本　富明 障がい者社会就労センター君田 三次市君田町東入君238-1

14 社員 江波　弘晋 障がい者社会就労センター三次 三次市十日市東5丁目7-35

15 社員 名越　千春 相談支援事業者 ゆうき相談所 庄原市総領町稲草77

16 社員 伊藤　昌代 障害者多機能型事業所 みとう温泉 庄原市宮内町美湯6353-2

17 社員 金藤　久滋 障害者支援施設 庄原もみじ園 庄原市三日市町甲17-9

18 社員 新田　衆治 相談支援事業者 ゆうしゃいん 三次市太田幸町10388-7
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